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（
質
問
の 

三
六
） 

答

弁

第

六

三

号 

    

衆
議
院
議
員
井
上
良
二
君
提
出
農
業
生
産
増
強
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
甲
第
一
二
五
号 

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
一
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



(
一) 
国
家
財
政
の
許
す
限
り
極
力
御
趣
旨
に
そ
う
よ
う
努
力
し
た
い
と
思
う
。 

(

二)

（1） 
二
十
五
年
度
開
墾
及
び
干
拓
新
規
計
画
は
予
算
措
置
と
の
関
連
も
あ
り
、
す
で
に
着
手
し
た
地
区
の
完
成
に
主
力 

         

（2） 

農
地
改
革
の
徹
底
に
つ
い
て 

を
注
ぐ
こ
と
に
し
て
い
る
。
開
墾
に
つ
い
て
は
、
二
十
五
年
度
新
規
入
植
一
〇
、
〇
〇
〇

及
び
増
反
者
用
と
し
て
未

墾
地
取
得
計
画
六
八
、
〇
〇
〇
町
歩
で
、
干
拓
に
つ
い
て
は
継
続
地
区
を
重
点
的
に
推
進
す
る
方
針
で
あ
る
。 

(

イ) 

衆
議
院
議
員
井
上
良
二
君
提
出
農
業
生
産
増
強
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



                

四 

 



   

(

ロ)

1 
現
行
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
つ
て
保
有
を
み
と
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
更
に
こ
れ
を

開
放
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
は
な
い
。
但
し
、
現
行
法
に
よ
つ
て
買
收
す
べ
き
も
の
で
未
買
收
の
も
の
は
、
今
後

も
徹
底
を
期
す
る
所
存
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
特
に
法
律
改
正
等
の
措
置
は
必
要
と
し
な
い
が
、
随
時
市
町
村

農
地
委
員
会
の
一
齊
調
査
や
特
別
監
査
を
行
つ
て
遺
憾
な
き
を
期
し
た
い
。 

3 

薪
炭
林
に
つ
い
て
は
、
植
林
目
的
と
牴
触
し
な
い
よ
う
に
農
民
に
使
用
権
を
設
定
す
る
途
が
拓
い
て
あ
る
（
農

地
調
整
法
第
十
四
條
の
三
）
の
で
、
そ
の
適
正
な
運
営
を
図
つ
て
い
く
方
針
で
あ
る
。
農
地
の
如
く
買
收
し
て
売 

2 

二
十
五
年
度
は
入
植
計
画
が
一
〇
、
○
○
○

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
必
要
な
土
地
の
取
得
を
続
行
す
る
方
針

で
あ
る
。 

そ
の
た
め
の
予
算
的
措
置
と
し
て
特
に
新
規
に
計
上
し
た
も
の
は
な
い
が
、
農
地
改
革
に
関
す
る
経
常
的
な
事

務
費
に
含
め
て
考
え
て
い
る
。 

同 
 

 
 

同 
 

売
渡
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五
○
、
○
○
○
町 

右
に
要
す
る
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
〇
六
、
八
六
八
、
○
○
〇
円 

二
十
五
年
度
未
墾
地
取
得
計
画
面
積 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
八
、
六
八
〇
町 

五 

 



(

ハ)

1 

市
町
村
農
地
委
員
会
と
市
町
村
農
業
調
整
委
員
会
と
を
合
体
し
て
、
市
町
村
農
業
委
員
会
に
改
組
し
、
従
来

の
農
地
委
員
会
の
権
限
の
外
に
、
農
業
調
整
の
事
務
を
併
せ
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
、 

4 

市
町
村
の
段
階
で
は
、
右
の
よ
う
に
両
委
員
会
を
統
合
す
る
が
、
県
及
び
郡
の
段
階
で
は
農
地
委
員
会
と
農
業

調
整
委
員
会
の
二
本
建
て
と
す
る
。
即
ち
、
都
道
府
県
農
地
委
員
会
、
都
道
府
県
農
業
調
整
委
員
会
、
地
方
農
業

調
整
委
員
会
は
、
現
在
の
ま
ま
存
続
す
る
。 

3 

新
し
い
構
成
に
よ
る
市
町
村
農
業
委
員
会
の
総
選
挙
は
明
年
八
月
に
行
う
。 

2 

そ
の
た
め
新
し
い
市
町
村
農
業
委
員
会
の
構
成
は
、
従
来
の
農
地
委
員
会
に
お
け
る
選
挙
に
よ
る
委
員
十
名
の

定
員
を
十
五
名
に
増
員
し
、
そ
の
中
、
三
名
は
二
反
歩(

北
海
道
で
は
五
反
歩)

を
こ
え
る
面
積
の
小
作
地
に
つ
き

耕
作
の
業
務
を
営
む
者
を
選
ぶ
こ
と
と
し
、 

4 

採
草
地
牧
野
に
つ
い
て
も
、
現
行
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
り
開
放
す
べ
き
も
の
は
、
今
後
も
引

き
つ
づ
き
開
放
を
つ
づ
け
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
点
農
地
と
全
く
同
様
で
あ
る
。 

な
お
、
国
有
林
内
の
牧
野
の
開
放
に
つ
い
て
は
、
二
十
五
年
度
に
約
一
〇
万
町
歩
の
開
放
を
完
了
す
る
方
針
を

定
め
、
す
で
に
現
地
に
お
い
て
開
放
予
定
地
の
調
査
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
の
開
放
に
当
つ
て
国
有
地
の
境
界
画

定
等
の
た
め
相
当
多
額
の
実
測
費
を
必
要
と
す
る
の
で
、
そ
の
経
費
に
つ
い
て
は
考
究
中
で
あ
る
。 

渡
す
と
い
う
こ
と
は
全
く
考
え
て
い
な
い
。 

以
上
の
如
き
内
容
で
法
律
業(

農
地
調
整
法
及
び
食
糧
確
保
臨
時
措
置
法
の
改
正)

を
通
常
国
会
に
上
提
致
し
た 

六 

 



（4）(

イ) 

肥
料
の
生
産
と
配
給
計
画 

（3） 
従
来
の
試
験
研
究
機
関
の
あ
り
方
を
再
検
討
し
、
欠
点
を
排
除
し
て
総
合
的
技
術
の
確
立
と
資
金
、
施
設
、
人
員
の 

試
験
研
究
機
関
総
予
算
額 

五
二
五
、
〇
一
八
、
○
○
〇 

 
 

六
一
三
、
六
三
九
、
〇
〇
〇 

農
林
省
直
轄
場
所
分 

合
理
的
運
営
に
よ
つ
て
効
率
的
な
試
験
研
究
組
織
を
確
立
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
農
事
、
畜
産
、
園
芸
、
茶
業
及
び
開

拓
の
研
究
機
関
を
整
備
総
合
し
て
、
夫
々
の
本
場
を
農
業
技
術
研
究
所(

仮
称)

と
な
し
、
農
業
の
基
礎
的
原
理
の
探
求

を
目
的
と
し
、
更
に
各
支
場
及
び
分
場
は
重
点
的
に
こ
れ
を
再
検
討
し
て
改
廃
し
、
全
国
を
北
海
道
、
東
北
、
関
東
東

山
、
北
陸
、
東
海
近
畿
、
中
国
四
国
及
び
九
州
の
七
地
域
に
分
割
統
一
し
て
農
業
試
験
場
を
設
置
す
る
こ
と
に
し
た
。 

区 
 

 
 

分 
 

 
 

 
 

昭
和
二
四
年
度
予
算
額 

 
 

昭
和
二
五
年
度
予
算
要
求
額 

 
 

備 
 

 
 

考 

な
お
、
各
都
道
府
県
立
の
試
験
研
究
機
関
内
に
お
い
て
も
そ
の
主
旨
に
添
う
よ
う
努
力
を
願
つ
て
い
る
次
第
で
あ 

る
。 Ａ 

昭
和
二
十
五
年
春
肥
の
需
給
状
況 

昭
和
二
十
五
年
春
肥
の
見
透
し
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
窒
素
質
肥
料(

硫
安
換
算)

は
前
年
同
期
に
比
較

し
て
約
二
割
増
の
一
、
二
六
〇
千
瓩
、
燐
酸
質
肥
料
は
約
三
割
増
の
八
七
五
千
瓩
、
加
里
質
肥
料
は
約
七
割
増
の
二

三
八
千
瓩
の
見
込
で
あ
る
。
こ
の
中
春
肥
の
主
要
作
物
で
あ
る
稻
に
対
し
て
は
、
反
当
り
窒
素
質
肥
料
は (

硫
安

換
算) 

前
年
に
比
べ
六
貫
を
七
貫
に
、
燐
酸
質
肥
料
は
三
貫
を
四
貫
に
増
加
し
、
加
里
質
肥
料
は
前
年
と
同
じ
く 

い
所
存
で
あ
る
。 

円 

円 

七 

 



     

こ
の
数
字
よ
り
若
干
増
加
の
見
込
。 

(

ハ)

Ａ 

二
十
四
年
度
農
機
具
用
配
当
鋼
材
は
総
計
四
八
、
八
〇
〇
屯
が
配
当
さ
れ
た
の
で
、
二
十
四
年
度
農
機
具
生
産

計
画
は
こ
の
鋼
材
を
基
準
と
し
た
生
産
計
画
が
た
て
ら
れ
、
こ
れ
を
食
糧
供
出
に
最
も
関
連
の
あ
る
十
六
機
種 

(

ロ) 

魚
粕
は
現
在
魚
粕
等
需
給
調
整
規
則
に
よ
り
北
海
道
そ
の
他
九
道
県
に
お
い
て
集
荷
し
た
も
の
に
つ
き
、
飼
肥

料
と
し
て
一
元
的
に
統
制
さ
れ
て
お
り
、
北
海
道
他
十
二
県
の
水
田
地
帶
に
対
し
て
は
供
米
農
家
報
償
用
と
し
て
現

在
配
給
さ
れ
て
い
る
。 

Ｂ 

昭
和
二
十
四
年
肥
料
年
度
供
給
見
込 

現
在
ま
で
の
配
給
割
当
量
は
五
、
四
七
〇
、
○
○
○
〆
で
あ
る
。(

二
十
四
年
四
月
―
十
二
月)

な
お
、
御
質
問
の
趣

旨
が
、
魚
粕
を
公
団
扱
と
し
て
配
給
す
る
や
否
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
肥
料
用
の
魚
粕
の
数
量
は
、
極
め
て
少
量

で
あ
る
か
ら
、
公
団
扱
に
は
適
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

○
、
八
貫
配
給
で
き
る
見
込
で
あ
る
。 

八 

 



(

ニ) 

部
品
の
規
格
統
一
に
つ
い
て
は
農
機
具
修
理
の
面
よ
り
み
て
そ
の
必
要
を
感
じ
て
お
り
、
通
産
省
に
お
い
て
工

業
標
準
化
法
に
基
く
規
格
統
一
を
行
わ
れ
る
が
、
農
林
省
に
お
い
て
も
こ
れ
に
従
い
目
下
考
究
中
で
あ
る
。 

Ｂ 

農
機
具
の
品
質
を
確
保
し
不
良
農
機
具
を
排
除
す
る
た
め
に
検
査
制
度
の
必
要
を
感
じ
、
昨
年
度
よ
り
種
々
研

究
し
て
参
り
、
必
要
な
予
算
措
置
と
併
せ
制
度
化
に
努
め
て
き
た
が
、
さ
る
六
月
農
林
省
設
置
法
の
施
行
に
伴
い

農
機
具
審
議
会
を
設
置
し
、
農
機
具
の
依
賴
検
査
を
実
施
せ
し
め
、
優
良
農
機
具
の
普
及
奬
励
に
関
し
調
査
審
議

せ
し
め
る
こ
と
と
な
り
、
二
十
四
年
度
の
予
算
総
額
百
五
十
万
円
が
決
定
さ
れ
た
。 

先
月
審
議
会
委
員
の
正
式
発
令
も
終
つ
た
の
で
本
年
度
内
に
一
部
農
機
具
に
つ
い
て
依
賴
検
査
を
実
施
す
る
予

定
で
あ
る
。 

な
お
、
本
年
度
に
お
い
て
も
引
続
き
検
査
機
種
を
拡
充
実
施
す
る
こ
と
と
し
予
算
総
額
二
百
万
円
を
要
求
し
て

い
る
。 な

お
、
二
十
五
年
度
生
産
計
画
に
つ
い
て
は
農
林
省
で
推
定
し
た
来
年
度
の
需
要
鋼
材
量
八
〇
、
〇
〇
○
屯

を
基
準
と
し
て
、
こ
れ
が
資
材
を
確
保
す
べ
く
目
下
準
備
を
進
め
て
い
る
。 

(

1)

こ
れ
に
次
ぐ
も
の(

2)

及
び
食
糧
供
出
に
直
接
関
連
は
な
い
が
営
農
上
必
要
な
も
の(

3)

に
分
け(

1)

は

約
三
五
、
〇
〇
〇
屯(

2)

は
三
、
八
〇
〇
屯(

3)

は
一
〇
、
○
○
○
屯
と
な
る
予
定
で
あ
り
、
こ
れ
を
六
二
、
〇
〇

〇
屯
の
年
間
最
低
需
要
量
と
対
比
す
れ
ば(

1)

は
平
坪
八
五
％(

2)

は
七
〇
％(

3)

は
六
〇
％
と
な
り
食
糧
供

出
に
関
係
す
る
農
機
具
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。 

九 

 



               

(

ホ) 

必
要
性
は
認
め
る
が
国
家
財
政
の
関
係
上
実
現
は
困
難
で
あ
る
。 

一
〇 

 



                

一
一 

 



                

一
二 

 



   

一
三 

（5）
イ 

種
畜
施
設
と
し
て
は
人
工
授
精
施
設
に
必
要
な
経
営
、
二
四
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
が
二
十
五
年
度
新
規
計
画
と
し 

（6）(

イ) 

市
町
村
道
路
の
新
設
、
改
修
に
つ
い
て
は
総
司
令
部
の
指
示
に
基
く
五
箇
年
計
画
中
に
含
ま
れ
、
こ
の
計
画
に 

ロ 

融
資
に
つ
い
て
は
農
林
中
金
の
自
己
資
金
の
増
加
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
が
確
保
に
努
め
た
い
。 

て
計
上
せ
ら
れ
、
優
良
種
牡
畜
の
利
用
の
拡
大
を
図
り
家
畜
の
改
良
増
殖
に
資
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。 

家
畜
衞
生
施
設
に
つ
い
て
は
二
十
四
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
、
馬
の
流
行
性
脳
炎
の
ま
ん
延
防
止
を
図
る
外
、

へ
い
殺
手
当
の
増
額
に
よ
る
必
要
経
費
と
し
て
七
六
、
二
五
七
、
○
○
〇
円
、
牛
疫
血
淸
の
貯
蔵
に
要
す
る
経
費
二

一
、
○
○
○
、
○
○
〇
円
、
豚
コ
レ
ラ
予
防
液
の
貯
蔵
に
要
す
る
経
費
一
一
、
六
四
〇
、
〇
〇
〇
円
、
薬
事
法
に
基
く
家

畜
薬
検
査
に
必
要
な
経
費
三
、
五
六
三
、
○
〇
〇
円
が
夫
々
追
加
計
上
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
二
十
五
年
度
に
お
い
て
は
家
畜
衞
生
の
セ
ン
タ
ー
と
な
る
家
畜
保
健
衞
生
施
設
を
新
た
に
八
〇
箇
所
設
置

す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
三
五
、
五
二
七
、
〇
〇
〇
円
が
計
上
し
て
あ
る
。 

飼
料
確
保
施
設
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
五
年
度
に
お
い
て
、
飼
料
作
物
種
子
供
給
確
保
に
必
要
な
経
費
と
し
て

種
畜
牧
場
に
併
設
し
て
あ
る
原
種
圃
を
拡
大
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
六
、
一
七
四
、
〇
〇
〇
円
が
計
上
さ
れ

て
い
る
。 

、 
、

、

 

 
、 

 



一
四 

よ
つ
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
政
府
直
轄
で
行
う
意
思
は
な
い
。 

(
ロ) 

 

国
家
資
金
に
よ
る
融
資
は
困
難
で
あ
る
の
で
組
合
系
統
金
融
機
関
の
資
金
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

(
ハ) 

 
現
行
料
金
よ
り
更
に
引
下
げ
る
考
え
は
な
い
。 

(

ニ) 
 

農
林
中
金
の
自
己
資
金
の
融
資
に
よ
り
で
き
る
だ
け
需
要
に
応
じ
た
い
。 

（7）
イ
1 

農
事
電
化
審
議
会 

4 

農
業
電
化
講
習
会 

3 

模
範
電
化
村
設
置 

2 

農
業
用
小
水
力
発
電
所
建
設 

効
率
的
合
理
的
総
合
利
用
の
方
式
を
実
施
あ
る
い
は
研
究
し
、
他
町
村
の
指
標
た
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

す
で
に
十
三
箇
村
を
指
定
し
、
毎
年
三
筒
村
ず
つ
各
県
に
一
箇
村
の
割
合
に
て
指
定
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。 

見
返
資
金
よ
り
一
億
円
の
融
資
を
得
て
五
〇
箇
所
を
建
設
せ
し
め
る
よ
う
計
画
中
で
あ
り
、
又
二
十
五
年
度
は

五
億
六
千
万
円
の
融
資
に
よ
り
一
五
〇
箇
所
を
建
設
せ
し
め
る
計
画
を
樹
立
中
で
あ
る
。 

農
林
省
内
各
局
の
農
業
電
化
問
題
を
統
一
し
、
電
力
局
、
配
電
会
社
と
協
力
し
て
農
業
電
化
に
関
し
て
総
合
統

一
運
営
の
機
関
た
ら
し
め
又
規
格
統
一
、
審
査
及
び
研
究
の
総
合
化
を
も
あ
わ
せ
て
行
つ
て
い
る
。 

電
気
理
論
の
基
礎
知
識
、
合
理
的
利
用
方
式
、
最
新
の
電
気
応
用
を
農
民
に
普
及
指
導
す
る
と
と
も
に
電
気
技

術
者
に
農
業
理
論
を
講
習
し
て
い
る
。 

 



（8）
イ 

短
期
金
融 

ロ 

今
回
の
改
正
案
で
は
、
工
事
費
を
農
民
が
負
担
す
れ
ば
常
時
一
般
電
力
料
金
に
よ
る
常
時
料
金
を
適
用
し
、
使
用

の
期
間
に
応
じ
て
電
力
料
金
を
支
拂
う
こ
と
と
な
つ
て
い
る
の
で
、
灌
漑
排
水
用
料
金
は
割
引
が
な
く
な
る
が
、
そ

の
他
農
事
用
料
金
は
特
に
他
の
需
要
に
比
し
て
高
率
と
な
る
こ
と
は
な
い
見
込
で
あ
る
。 

ハ 

農
村
工
業
用
電
力
に
つ
い
て
は
、
そ
の
需
要
度
か
ら
充
分
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
力
し
て
い
る
が
、
電
力
事
情
惡
化

に
伴
い
充
分
供
給
で
き
な
か
つ
た
点
も
あ
る
の
で
、
今
後
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
農
業
電
化
審
議
会
で
も

充
分
検
討
し
て
稼
働
さ
れ
る
だ
け
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
力
し
た
い
。 

7 

農
業
電
化
研
究 

6 
農
業
用
電
力
利
用
原
單
位
調
査 

5 

農
業
用
電
力
利
用
統
計
調
査 

一
五 

 

農
業
者
に
対
し
て
は
農
業
手
形
制
度
に
よ
り
営
農
資
金
を
確
保
し
、
水
産
業
者
に
対
し
て
は
漁
業
手
形
制
度
に
よ

つ
て
仕
込
資
金
を
確
保
し
、
企
業
会
社
の
運
転
資
金
に
つ
い
て
は
融
費
あ
つ
旋
に
よ
り
日
銀
の
支
援
を
得
て
所
要
資

金
を
確
保
す
る
計
画
で
あ
る
。 

、

配
電
会
社
に
依
賴
し
て
全
国
的
の
農
事
用
電
力
量
、
利
用
状
況
の
調
査
を
二
十
二
年
度
よ
り
毎
年
行
つ
て
い
る
。 

農
業
技
術
に
最
新
の
電
気
科
学
の
適
用
を
計
る
た
め
こ
の
研
究
を
行
つ
て
い
る
。 

合
理
的
効
率
利
用
の
基
礎
た
ら
し
め
る
た
め
各
作
業
別
に
行
つ
て
い
る
。 

、 

 



三
、
資
金
蓄
積 

（9）
イ 

い
も
類
の
統
制
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
生
産
農
民
の
側
で
も
い
ろ
い
ろ
な
憶
測
が
行
わ
れ
前
途
に
見
透 

組
合
統
系
金
融
機
関
の
安
定
資
金
の
確
保
を
図
る
た
め
、
供
米
期
を
迎
え
資
金
蓄
積
運
動
を
全
国
的
に
展
開
し
、
農
林

中
央
金
庫
を
主
体
と
し
て
推
進
し
て
い
る
。
本
年
十
二
月
末
の
農
業
協
同
組
合
の
貯
金
機
関
の
目
標
額
を
千
五
百
億
円
に

置
い
て
い
る
。 

ロ 

中
長
期
金
融 

本
年
度
対
日
援
助
見
込
資
金
計
画
中
に
農
水
産
関
係
に
認
め
ら
れ
た
枠
は
二
十
七
億
円
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
早
急

の
資
金
化
に
つ
い
て
は
関
係
方
面
と
と
も
に
努
力
中
で
あ
る
。
日
銀
の
公
開
市
場
操
作
に
よ
り
組
合
系
統
金
融
機
関

の
国
債
が
買
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
今
年
度
中
金
か
ら
二
十
五
億
程
度
の
中
長
期
融
資
の
見
透
し
が
つ
い
た
の

で
、
す
で
に
こ
れ
が
融
資
を
実
行
し
て
い
る
。
企
業
会
社
に
対
し
て
は
オ
ー
プ
ン
、
マ
ー
ケ
ツ
ト
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ヨ

ン
に
よ
る
融
資
対
象
と
な
り
得
る
も
の
に
対
し
て
融
資
あ
つ
旋
を
行
う
計
画
で
あ
る
。 

、

昭
和
二
十
五
年
産
の
い
も
類
に
つ
い
て
も
同
様
至
急
措
置
す
る
方
針
で
あ
る
が
、
雑
穀
に
つ
い
て
は
目
下
の
と
こ

ろ
確
た
る
見
透
し
を
申
上
げ
る
段
階
に
至
つ
て
お
ら
ぬ
。 

を
得
な
い
状
勢
に
あ
る
の
で
、
政
府
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
差
当
り
昭
和
二
十
四
年
産
の
い
も
類
に
つ
い
て
別
紙
の

よ
う
に
決
定
し
、
こ
れ
を
公
表
し
た
わ
け
で
あ
る
。 

今
後
三
箇
年
の
見
透
如
何
に
つ
い
て
は
、
世
界
の
戰
後
の
極
め
て
低
い
生
産
か
ら
の
脱
却
、
米
穀
に
つ
い
て
の
国 

、 
 

一
六 

 



一
七 

 

際
割
当
の
廃
止
、
近
く
は
わ
が
国
の
国
際
小
麦
協
定
へ
の
参
加
の
議
等
明
る
さ
を
増
し
て
は
い
る
が
、
自
然
的
條
件

の
支
配
を
多
く
受
け
る
農
業
に
つ
い
て
の
見
透
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
現
在
政
府
と
し
て
三
箇
年
を
見
透
し
た
も

の
は
、
経
本
で
作
成
し
た
五
箇
年
計
画
の
試
案
が
あ
る
の
は
御
存
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
だ
政
府
の
正
式

な
る
見
透
計
画
と
し
て
は
決
定
し
て
お
ら
ぬ
。 
 
 

ロ
1 

生
甘
し
よ
に
つ
い
て
は
、
生
産
者
は
生
甘
し
よ
の
事
前
割
当
数
量(

補
正
が
あ
つ
た
場
合
は
補
正
割
当
数
量)

の

供
出
完
了
後
は
政
府
以
外
の
者
に
販
売
し
て
も
差
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
。 

、

、
、

 
 

7 

以
上
の
措
置
に
伴
い
次
の
措
置
を
と
る
。 

 
 

 
 

5 

1
及
び
3
に
よ
り
政
府
以
外
の
者
に
販
売
せ
ら
れ
る
も
の
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
統
制
を
行
わ
な
い
。 

 
 

 
 

6 

1
、
3
の
後
段
及
び
5
に
つ
い
て
は
生
馬
鈴
し
よ
及
び
馬
鈴
し
よ
切
干
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。 
、
、

、
、

2 

超
過
供
出
は
、
各
農
家
別
に
生
甘
し
よ
の
事
前
割
当
数
量
の
一
割
の
範
囲
に
お
い
て
買
入
れ
る
こ
と
と
す
る
。 

、

 
 

3

切
干
甘
し
よ
は
事
前
割
当
数
量
と
そ
の
一
割
の
範
囲
に
お
い
て
政
府
買
入
を
す
る
が
、
生
産
者
に
お
い
て
政
府

以
外
の
者
に
販
売
し
て
も
差
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
。 

、
、

 
 

4 

今
年
産
生
甘
し
よ
の
供
出
状
況
か
ら
見
て
、
特
別
価
格
適
用
の
始
期
の
制
限
は
設
け
な
い
こ
と
と
す
る
。 

、

(

イ) 
 

甘
し
よ
、
馬
鈴
し
よ
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品
に
つ
い
て
の
売
渡
そ
の
他
の
讓
渡
及
び
讓
受
、
買
受
そ
の
他

の
移
動
、
使
用
に
つ
い
て
の
制
限
を
解
除
す
る
。 

、

、

 
 

 
 
 
 

(

ロ)  
 

国
内
産
の
甘
し
よ
で
ん
粉
及
び
馬
鈴
薯
で
ん
粉
に
つ
い
て
は
売
渡
指
示
制
は
残
置
す
る
が
、
売
渡
そ
の
他 

、

、
、
、

、

、
、

、

、

、

 
、

 



一
八 

の
讓
渡
、
そ
の
他
の
讓
受
移
動
及
び
使
用
に
つ
い
て
の
制
限
を
解
除
し
、
小
麦
粉
で
ん
粉
に
つ
い
て
は
主
要
食

糧
か
ら
除
外
す
る
。 

、
、

（10） (
イ) 
研
究
中
で
あ
る
。 

 (

ロ)  
本
年
度(

一
月
―
十
二
月)

の
農
林
畜
水
産
物
の
輸
出
計
画
数
量
は
約
八
千
万
弗(

内
生
糸
約
四
千
万
弗)

で
あ 

り
、
わ
が
国
輸
出
総
額
の
一
二
％
に
当
る
主
要
輸
出
品
は
生
糸
を
始
め
、
茶
、
は
つ
か
等
の
農
産
物
、
ま
ぐ
ろ
、
す
る

め
、
あ
わ
び
等
の
冷
凍
及
び
乾
製
水
産
物
、
合
板
、
ベ
ニ
ヤ
茶
箱
等
の
林
産
物
、
兎
毛
皮
、
ア
ン
ゴ
ラ
兎
毛
等
の
畜

産
物
、
並
び
に
農
産
、
水
産
等
の
罐
詰
類
で
あ
る
。
本
年
一
月
―
九
月
ま
で
の
輸
出
実
績 (

契
約) 

は
約
四
千
万
弗

(

内
生
糸
一
千
万
弗)

で
あ
り
、
こ
れ
を
昨
年
同
期
の
約
三
・
三
千
万
弗
に
比
較
す
れ
ば
約
一
・
二
倍
と
な
つ
て
い
る
。 

生
糸
を
除
く
農
林
畜
水
産
物
に
つ
い
て
は
、
天
産
物
的
性
格
を
有
す
る
商
品
が
多
い
の
で
、
海
外
市
場
の
変
動
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
割
合
順
調
な
輸
出
を
示
し
て
お
り
、
肥
料
、
労
務
物
資
等
に
つ
い
て
主
食
同
等
扱
い
を
す
る
等
の

優
遇
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
は
つ
か
等
に
つ
い
て
は
予
算
的
措
置
を
講
じ
て
原
種
圃
に
お
け
る
優
良
種
苗
の
増 

生
糸
の
輸
出
不
振
は
米
国
に
お
け
る
ナ
イ
ロ
ン
の
発
達
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
蚕
糸
業
の
わ
が
国
農
民
経
済
に

占
め
る
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
生
糸
、
絹
の
需
要
増
進
を
図
る
べ
く
主
要
蚕
糸
、
絹
業
諸
団
体
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る

シ
ル
ク
ア
ソ
ー
シ
エ
ー
シ
ヨ
ン
を
八
月
に
設
立
さ
せ
、
日
本
生
糸
の
国
際
市
場
進
出
の
態
勢
を
整
え
て
い
る
。 

本
年
に
入
り
、
生
糸
の
輸
出
は
極
め
て
不
振
で
あ
り
、
生
糸
以
外
の
農
林
畜
水
産
物
だ
け
に
つ
い
て
観
れ
ば
昨
年
同

期
の
約
二
・
三
倍
の
著
増
と
な
つ
て
い
る
。 

 
 

 



 

一
九 

殖
を
図
つ
て
い
る
が
、
主
食
関
係
作
物
と
の
農
地
利
用
の
競
合
問
題
が
難
点
と
な
つ
て
お
り
、
こ
れ
が
調
整
に
努
力

し
て
い
る
。 

（11） 
目
下
検
討
中
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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